
大
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関
与
お
泊
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十
一
日
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W
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一
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一
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霞
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潟
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大

阪

銭

替

曾

枇

の

業

務

菅

野

平日

太

頁E

第

緒

我
闘
に
於
け
る
最
初
の
銀
行
は
明
治
新
政
府

ω誘
導
に
よ
り
て
明
治
二
年
各
主
要
一
都
市
に
設
立
せ
ら
れ
た
震
替

曾
祉
で
あ
る
が
、
お
り
線
総
蹴
加
の
拠
閣
法
に
隣
件
L
て
、
叉
特
に
政
府
凶
奥
山
仰
に
碁
い

τ、
銀
行
業
は
異
常
な
る
後

展
を
遂
げ
、
今
日
に
於
て
は
我
闘
産
業
上
に
於
げ
る
指
導
者
中
の
指
場
者

t
L
t
大
に
活
躍
し
て
居
る
。
而
し
て

之
t
同
時
に
銀
行
業
務
白
慢
も
亦
桁
段
の
進
歩
を
遂
げ

τ居
る
。
今
明
治
二
年
入
月
十
日
に
設
立
せ
ら
れ
た
大
阪

第
替
曾
枇

ω業
務
を
窺
っ
て
‘
過
去
六
十
年
間
に
於
り
る
銀
行
業
務
の
格
段
な
る
進
歩

ω跡
を
顧
る
こ
ご
は
、
蓋

し
興
味
ゐ
る
問
題
で
ゐ
ら
う
。

大
阪
錦
替
品
目
枇
が
一
つ
の
銀
行
で
ゐ
っ
た
以
上
は
・
北
(
の
修
業
に
資
金
借
入
業
務
Z
資
金
貸
川
業
務
の
あ
っ
た

こ
E
は
勿
諭
り
こ
ご
で
あ
る
o

曾
枇
が
如
何
な
る
業
務
に
従
割
し
、
叉
北
(
の
血
官
業
蚊
践
が
如
何
で
あ
っ
た
か
は
、

以
下
順
弐
之
を
読
過
す
る
で
ゐ
ら
う
。

第

資
金
借
入
業
務

設

苑

犬
匝
H

崎
替
曾
祉
の
業
務

第
二
十
λ
昏

囲
凹
三

第

観

九
I 



説

苑

フι

大
陸
鼠
梼
骨
祉
由
業
務

第
二
十
A
巷

四
四
四

第

現

曾
剰
の
貸
出
資
金
正

L
て
第
一
に
泉
げ
ら
れ
る
も
の
は
曾
枇
の
資
本
金
で
あ
る
。
曾
枇
の
成
立
し
た
時

ω資
率

金
額
は
僅
か
拾
九
市
内
七
千
人
百
闘
で
ゐ
い
っ
た
が
‘
明
治
六
年
三
月
曾
枇
が
傘
々
解
散
さ
れ
る

a

乙
い
ふ
時
に
は
四
十

六
長
六
千
五
百
岡
山
川
に
増
加
し
て
居
た
o

之
は
凶
よ
り
自
己
資
金
で
ゐ
っ
て
、
曾
枇
は
勿
論
之
e
f
以
て
共
的
貸
出

資
金
正
な
し
た
ん
り
で
ゐ
る
が
、
曾
枇
は
山
川
鋭
行
ご
し
て
の
特
色
た
る
他
人
資
金
を
も
湖
一
遣
し

τ.
其
の
貸
出

ω資

金
に
充
工
た
。
そ
れ
は
印
ら
政
府
の
貸

F
金
、
議
預
ι
リ
金
及
ぴ
銀
行
券
の
後
一
行
等
之
で
ゐ
っ
て
、
此
等
が
所
謂
銀

行

ω資
金
借
入
業
務
に
胤
し
た
の
で
ゐ
る
。

一
政
府
の
貸
下
金
銭
替
曾
祉
は
商
業
振
作
に
要
す
る
資
金
を
融
通
し
‘

'
H
Z
を
以

τい
共

ω目
的
ご
し
た
か
ら
、
政
府
は
曾
一
祉
の
貸
出
資
金
を
豊
富
な
ら

L
む
る
た
め
豆
額
の
太
政
官
札

を
貸
下
げ
町
。
而
し
て
大
阪
錦
後
曾
枇
創
立
の
際
に
政
府
よ
り
貸
下
げ
ら
れ
た
太
政
官
札
の
金
額
は
四
十
六
高
岡

に
迭
し
た
。
此

ω貸
下
金
は
一
つ
に
は
曾
一
祉
の
管
業
を
雌
ん
な
ら
し
め
ん
正
す
る
の
目
的
を
有
し
た
が
、

併
せ
工
民
間
の
令
融
ケ
開
通
す
る

他
商
に

は
不
評
判
で
ゐ
っ
た
太
政
官
札
の
流
通
を
促
進
せ
し
め
ん
が
だ
め
で
あ
っ
た
。

骨
岬
替
曾
枇
規
則
第
二
十
五
ゲ
僚
に

も、
A
R
札

ω世
に
流
通
す
る
や
否
や
は
潟
替
曾
枇
の
責
任
に
在
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
居
る
如
〈
、
政
府
は
太
政
官
札

術
政
府
は
太
政
官
札
の
外
に
正
金
及
び
正
銭
や
も
貸
下
げ

の
流
通
の
た
め
に
錦
替
曾
枇
を
利
用
し
た
の
で
ゐ
る
。

た
。
明
治
三
年
正
月
附
の
諮
文
に
よ
れ
ば
‘
同
月
迄
に
政
府
よ
り
借
入
れ
た
正
金
は
七
百
人
十
九
耐

十
四
高
三

T
五
十
六
貰
六
百
九
十
二
文
に
達
し
て
居
る
o

(

州市問緒川町山一
M
M
M
い
時
一
羽
川
川
飢
一
羽
川
町
E
K
M
M
日制一吋荘一川一ト

計
五
)
兎
に
角
凶
業
嘗
時
仁
は
政
府
よ
り
多
額

ω貸
下
金
を
受
げ
て
其
の
運
輔
賞
金
ご

L
た
が
、
曾
剥
が
金
品
対
を

正
銭
は
二

盛
大
に
俊
行
す
る
に
至
っ
て
よ
り
は
、

政
府
よ
b
の
貸
下
金
を
利
用
す
る
こ
ご
少
〈
、

明
治
三
年
九
月
迄
の
大
阪

相l崎「明治初勾山大陸!.:b替合批に就いてJ(本誌脱i臨)参~!!
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唖
岬
換
曾
枇
勘
定
仕
上
ゲ
取
調
書
に
よ
れ
ば
、
政
府
貸
下
金
は
金
二
十
一
高
七
千
隔
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
謝
し
て
均

一
歩
の
利
息
を
支
挑
っ
て
居
る
が
、
其
の
後
の
取
調
書
に
は
政
府
貸
下
金
の
金
額
が
計
上
き
れ
て
居
な
い
。
之
に

よ
っ
て
見
れ
ば
、
政
府
の
貸
下
金
は
後
に
は
怨
替
曾
枇
の
貸
出
資
金
古
し
て
は
品
川
b
重
要
な
役
割
を
消
じ
な
か
っ

た
ゃ
う
で
あ
る
。

=
預
金
銀
行
の
特
質
正
し
て
皐
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
E

公
衆
よ
り
の
預
金
を
以
て
、
其
の
貸
出
資
金
ご
す
る

こ
芭
で
め
る
が
、
骨
岬
替
曾
枇
成
立
前
迄
に
は
公
衆
よ
り
の
預
金
ご
い
ふ
が
如
、
き
も
り
は
殆
ん
Y
」
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
曾
肱
は
此
の
預
金
を
大
に
柴
山
剛
せ
ん
が
た
め
、
出
資
金
古
同
様
一
歩
の
利
息
を
支
梯
ひ
、
且
つ
何
人
の
預
金
正

雌
も
之
を
大
に
歓
迎
し
た
o

而

L
て
北
一
の
預
金
は
預
金
岩
が
資
金
ケ
必
要
ど
す
る
場
令
に
は
何
時
で
も
抑
艮
苫
れ

た
が
ら
、
そ
れ
は
所
諦
要
求
扮
預
金
で
ゐ
り
、
且
つ
預
金
し
た
る
際
に
預
b
金
潟
替
手
形
が
畿
行
き
れ
た
か
ら
、

そ
れ
は
又
預
金
手
形
預
金
で
ゐ
っ
た
。
利
息
は
月
一
歩
の
割
合
で
支
挽
は
れ
た
が
、
預
'
り
月
数
=
7
ヴ
月
以
内
の
場

合
仁
は
支
酬
酬
は
れ
な
い
こ
古
仁
な
っ
て
居
記
。
但
し
預
金
期
間
は
預
金
者
が
随
意
仁
之
を
決
定
す
る
こ
Z
が
出
来

化
。
而
し
て
か
、
る
預
金
が
幾
何
ゐ
つ
詑
か
ピ

ν
ふ
じ
も
明
治
三
年
大
月
末
に
は
十
五
高
四
千
七
百
雨
、
明
治
四

年
二
月
末
に
は
十
二
高
五
千
五
百
雨
、
明
治
五
年
宣
月
末
じ
は
四
十
九
高
九
百
九
十
四
図
像
あ
っ
た
。
此
の
明
預

金
の
一
部
ご
し

τ、
通
商
曾
枇
の
身
元
金
が
あ
る
。
此
の
預
金
に
岨
到
し
で
も
月
一
歩
の
利
息
が
支
梯
は
れ
た
。

=
一
銀
行
券
の
後
行
明
治
新
政
府
は
唯
財
政
上
の
目
的
4
b
太
政
官
札
を
品
目
行
し
た
が
、
新
政
府
の
基
礎
未

だ
磁
立
せ
g
b
し
た
め
、
共
の
流
通
は
兎
角
固
措
を
繰
ぎ
、
従
っ
て
叉
人
な
は
正
金
の
授
受
の
方
を
喜
ん
だ
。
然

る
に
元
来
硬
貨
ゆ
授
受
は
そ
れ
に
附
随
し
て
多
〈
の
費
用
煩
累
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
糠
信
用
が
後
退

話

苑

九
t 

倍
二
十
人
容

大
肱
鋳
替
官
枇
由
業
務

四
四
五

第

掠
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五
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脆

苑

第
二
十
凡
径

大
阪
錦
替
舎
枇
白
山
菜
器

四
回
大

第

量車

:h 
A 

す
れ
ば
自
然
的
に
硬
貨
の
授
受
は
人
企
之
を
喜
ば
な
レ
や
う
に
な
り
、
費
用
煩
累
を
要
し
な
い
1

紙
幣
を
一
般
に
流

通
授
受
す
る
こ
ご
に
な
る
も
の
で
ゐ
る
。
此
の
経
済
上
よ
り
出
で
花
る
紙
幣
流
通
の
利
盆
は
、
夙
に
幕
沫
に
於
て

も
識
者
の
大
に
之
を
認
め
た
所
で
ゐ
っ
て
、
商
枇
設
立
の
建
議
書
に
も
共
の
趣
旨
が
漣
べ
ら
れ
て
居
品
。
倫
欧
米

の
経
港
事
情
が
分
明
す
る
に
従
ひ
、
西
洋
各
潤
仁
於
て
は
銀
行
券
が
盛
ん
に
流
通
す
る
が
た
め
、
交
易
盆
牟
開
麗

し
て
産
物
が
盛
大
に
輪
出
せ
ら
る
、
こ
正
が
円
漸
次
政
府
蛍
局
者
に
腕
取
さ
れ
、
絡
に
銭
替
曾
枇
に
銀
行
券
h
f
議

行
す
品
特
植
を
附
山
間
す
品
に
翠
っ
た
。
之
が
郎
、
h
我
闘
に
於
け
る
銀
行
券
俊
行
の
濫
修
で
ゐ
品
炉
、
大
阪
縛
楼
曾

枇
が
地
の
特
許
に
基
い
て
後
行
し
た
銀
行
券
は
金
券
Z
銭
券
芭
の
ニ
種
で
あ
っ
て
、
曾
枇
は
貸
出
を
す
る
時
に
は

専
ら
此
の
銀
行
努
を
交
付
し
た
の
で
あ
る
。

、.J4
金
券
大
阪
神
岬
替
曾
枇
は
明
治
二
年
九
月
三
日
に
金
券
を
脇
田
行
し
た
の
で
ゐ
る
が
、
共
の
翌
日
卸
ち
九
月

四
日
に
左
の
大
阪
府
蓬
が
布
告
苫
れ
た
。

+
脚
回
世
上
融
調
之
鵠
め
銘
替
合
祉
、
he
金
銀
預
り
切
手
盛
行
錯
致
供
同
無
差
文
語
用
可
致
も
の
也

布
之
趣
凶
仙
町
々
鮪
抽
出
制
詰
る
も
白
也

巴
九
月

大

阪

ff.f 

帰
山
し
て
曾
一
祉
の
金
券
後
行
高
は
総
計
百
八
十
五
高
三
千
四
百
五
十
雨
で
あ
っ

τ、
其
の
内
評
は
左
の
如
く
で
ゐ

る。
官
阿
歩

百
回J

五
回
券

五
拾
耐
強

査
岡
券

五
拾
雨

拾
雨
券

三
千
四
百
七
十
雨

三
十
九
高
ニ
千
λ
百
三
十
耐

百
四
十
五
高
七
千
剛

組

染。
隔
世

a4

能
回

路
事
6

ケ
緒
巻

四
祉
一
一

都
商
第

聾
集

則

杢

規

州

五
世
五
抱

官

(

書

書
商
書
原
文

圭
掴
金
起
草

枇
医
批
岡
井

脅
大
官
開
三



併
し
乍
ら
賞
際
流
通
し
た
額
は
後
行
額
正
常
に
一
致
せ
な
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
っ
て
.
其
の
旅
田
地
額
は
明
治
三
年
十

一
月
末
迄
は
百
七
十
高
三
千
四
百
五
十
閥
、
岡
問
年
二
月
末
じ
は
百
八
十
五
高
三
千
四
百
五
十
周

H

同
五
月
朔
日

頃
は
多
少
減
じ
て
百
人
十
二
高
七
千
七
十
四
耐
・
伺
月
九
日
よ
り
一
高
岡
増
加
し

τ百
八
十
三
高
七
千
七
十
四

わ

町

岡
ピ
な
り
、
岡
五
年
三
月
以
後
に
日
後
行
額
全
部
が
流
通
し
た
。
か
く
の
如
き
多
額
の
金
券
が
流
泌
す
る
に
至
っ

た
が
、
之
が
疏
通
仁
就
い

rτ
は
曾
刷
じ
於
て
少
か
ら
泊
努
力
を
要
し
た
ゃ
う
で
ゐ
る
。
蓋

L
仮
A
T
政
府
よ
ち
特
別

の
保
誌
を
加
へ
ら
れ
て
居
花
正
は
い
て
曾
枇
は
悲
主
の
曾
枇
に
外
な
ら
な
か
っ
た
、
め
、
一
般

ω人
身
の
そ
れ

を
信
用
す
る
こ
ピ
訴
〈
・
且
つ
枇
舎
一
般
が
未
に
銀
行
券
な
る
も
の
に
慣
れ
て
居
な
か
っ
た
か
ら
・
こ
れ
が
流
通

を
縦
大
な
ら
し
む
る
れ
め
仁
は
稲
々
の
手
段
を
誌
や
古
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
。
郎
も
大
阪
潟
叫
官
舎
耐
規
則

に
、
貿
易
に
従
事
す
る
者
が
寅
込
品
代
金
銭
五
十
両
以
上
叉
は
洋
銀
五
十
弗
以
上
受
取
っ
た
附

H

或
は
叉
外
国
品

買
取
代
金
を
支
掛
ふ
時
に
は
噸
正
金
を
潟
替
曾
駄
に
差
出
し

τ曾
枇
よ
ら
手
形
を
受
取
b
、
其
の
手
形
を
以
て
授

受
す
ぺ
き
で
あ
る
己
規
定
さ
れ

τ居
る
如
き
そ
の
一
例
で
あ
る
。

曾
枇
よ
'
り
俊
行
さ
れ
た
金
券
は
一
冗
来
明
治
二
年
九
月
四
日
の
布
達
に
あ
る
如
〈
金
銭
預
h
J
切
手
に
外
な
ら
な
い

も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
金
券
を
呈
示
す
れ
ば
直
も
に
曾
一
祉
が
正
金
を
支
梯
ふ
ぺ
き
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
-
』
ご
は
い
ふ

迄
も
な
い
こ
正
で
ゐ
る
。
従
っ
て
金
券
は
殆
換
券
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
曾
枇
の
後
行
す
る
金
券
が

究
換
祭
で
あ
る
ご
い
ふ
明
文
は
、
唖
凋
替
曾
祉
規
則
中
に
は
出
て
居
な
い
。
而
し
て
叉
出
来
る
丈
け
多
〈
の
金
券
を

後
行
す
る
よ
ご
は
曾
祉
の
利
益
で
あ
っ
た
か
ら
、
金
品
骨
後
行
は
曾
枇
設
立
後
忽
ち
に
し
て
前
に
掲
げ
た
る
が
如
き

E
額
に
達
し
た
。
議
に
於
て
準
備
金
な
〈
し
て

E
額
の
金
券
を
後
行
す
る
こ
ピ
に
多
大
の
危
険
を
仲
ふ
こ
Z
を、

説

施

11. 
7L 
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誼

大
臨
錨
替
合
批
白
業
務

第
二
十
八
巻

岡
回
入

ま高

説

O 
O 

苑

政
府
も
危
惜
し
た
た
め
、
其
の
品
目
行
額
を
制
限
し
て
A
m
換
を
確
貨
仁
せ
ん
ど
し
た
。
併
上
金
券
が
困
滑
に
流
通

し
、
且
つ
A
M
換
論
求
者
の
俄
b
仁
多
か
ら

F
る
場
合
仁
、
舎
一
枇
の
庫
中
仁

E
額
の
正
金
を
徒
ら
に
保
管
す
る
こ
ご

は
頗
る
無
盆
で
あ
る
ご
い
ふ
御
念
が
、
曾
枇
の
枇
中
は
勿
論
曾
枇
を
監
督

Lτ
居
た
通
商
司
の
官
市
抵
の
脳
裏
に
も

あ
っ
立
花
め
、
金
時
宵
の
胤
現
行
額
を
制
限
す
る
こ
ご
は
極
め
て
困
難
な
こ
ざ
で
あ
っ
た
o
併
し
明
治
五
年
以
後
に
は

政
府
に
於
て
も
銀
行
保
例
を
質
施
す
る
の
意
見
が
ゐ
」
っ
た
た
め
、
政
府
は
断
然
ご
し
て
準
備
金
は
金
券
の
援
行
額

ご
同
額
た
る
べ

L
E
の
趣
旨
を
決
行
す
る
に
至
っ
た
。

初
め
曾
枇
は
先
換
準
備
金
を
全
然
備
へ
な
か
っ
た
も
の
の
如
〈
、
明
治
一
一
一
年
七
月
末
的
勘
定
書
に
は
準
備
金
が

泊

一
文
も
計
上
さ
れ
て
居
な
い
叫
併
し
明
治
三
年
七
月
左
の
大
阪
通
商
司
伺
書
が
呈
出
さ
れ
た
後
か
ら
‘
準
備
金
を

備
へ
誼
f
こ
正
、
な
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

金
銀
製
法
高
成
百
拾
血
高
官
同
九
千
五
百
同

内
四
扮
番
高
六
千
五
拾
副
不
出
山
分
地
向
司
に
預
り

差
引
時
間
金
券
百
七
拾
車
両
参
千
四
百
五
拾
雨

向
金
百
武
高
畠
千
四
百
五
拾
耐

此
八
万
金
容
引
換
手
uM
と
し
て
平
市
錨
替
合
祉
へ
仰
配
引
換
謹
文
無
之
朕
窃
致
副
司
官
民
山
抽
出
敦
三
日
目
毎
に
在
A

間
有
蝉
監
督
可
致
金
券
引
換

差
引
揃
之
様
品
附
可
申
庇
金
蛇
貸
付
等
白
儀
取
制
蛇
督
可
致
帳
事

金
六
拾
凡
高
師

此
分
金
券
引
換
自
然
一
時
に
柑
成
引
偽
方
差
支
候
節
操
山
保
旧
意
と
し
て
通
商
司
え
預
り
置
可
巾
尤
珠
に
寄
大
丈
夫
借
川
人
有
之
候
何
時
に

で
も
金
1
T
相
此
候
且
込
有
之
候
は
ば
司
中
曾
議
の
よ
操
出
可
壮
観
尤
右
者
出
納
司
金
賄
柑
筒
置
申
度
事

367-l1頁

同 規則弟=十一ケ保
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曾 世金書五
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鈍
券
製
造
蝿
械
棋
調
の
上
平
成
磁
却
可
致
積
に
有
之
院
事
金
券
は
御
臨
比
の
儀
に
は
鏑
之
候
得
共
既
に
常
地
鵠
替
曾
批
金
券
高
は
某
建
身
元

高
と
比
較
致

L
得
は
不
柑
首
過
分
之
製
痘
に
相
成
候
に
什
以
車
製
浩
方
不
盛
致
繍
就
て
は
右
器
輸
其
位
差
値
帳
て
は
不
取
締
有
之
融
問
東

京
・
岡
京
同
様
器
融
不
戎
破
却
可
致
積
之
輔
事

共
の
後
曾
一
枇
は
努
力
の
結
果
明
治
三
年
九
月
末
に
は
六
拾
入
高
岡
山
明
治
四
年
二
月
末
に
は
百
扮
八
高
雨

V
準
備

し
た
が
、
明
治
同
年
佐
伯
徳
大
佑
が
曾
枇
を
巡
視
し
た
る
際
仁
、
此
上
夏
ら
に
草
備
金
を
増
加
す
る
こ
ご
密
教
示

さ
れ
た
、
め
、
共
れ
に
劃
す
る
願
脅
が
明
治
四
年
四
月
に
次

ω如
〈
曾
枇
よ
h
通
商
司
へ
提
出
古
れ
た
凶

口

上

之

E証

東
京
泊
品
河
合
批
監
視
拍
諸
岡
一
般
由
旭
川
可
破
錫
弘
侠

ι付
+
舵
佐
伯
描
大
前
椛
御
諮
蹴
御
敬
一
副
と

L
て
制
下
甑
め
よ
融
制
肝
開
帳
榊
趣
誌
の
件
一
々

一
対
品
目
紅
白
金
券
本
高
に
基
き
正
金
準
備
可
致
候
様
辛
提
供
断
熱
正
金
積
哨
可
仕
替
に
候
得
共
賞
今
一
時
税
指
白
良
策
に
も
難
弔
姫
川
漸
々
集
金
白

坂
剖
可
日
帳
依
之
従
今

E
口
誼
嗣
柑
融
可
被
下
快
様
車
刷
上
候
尤
集
金
不
行
届
候
は
h

金
券
引
よ
げ
本
高
滅
亡
準
仰
と
肩
書
致
供
様
可
仕
快
先
夫

迄
綿
顕
一
収
山
泊
券

E
以
て
悦
分
制
品
代
日
可
被
下
依

一
金
券
本
高
正
金
品
一
仰
山
上
引
替
相
合
に
K
M切
制
執
寵
白
よ
制
倒
誠
鋭
封
一
吋
被
下
候
蜘
旨
意
来
長
候

一
曾
枇
身
元
企
加
晴
山
儲
は
純
白
々
描
力
結
世
加
柑
可
仕
候

右
之
掴
悲
願
上
供
血
段
御
開
演
敏
成
下
候
は
V

酷
有
者
存
候
以
上

大

替

阪

合

祉

錨首

番
長

兵

作

術

同

取

締
大

谷

鹿

1!lJ 

設

大
阪
局
替
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祉
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業
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話

苑

第
二
十
入
容

。

回
五

O

第
三
腕

士
阪
結
晶
骨
骨
祉
の
業
務

掴

商

司
ll1I 

役

腕

政
府
の
糊
誘
に
よ
っ
て
曾
枇
は
鋭
意
準
備
金
の
増
加
に
努
め
、
明
治
五
年
五
月
末
仁
は
院
に
其
の
・
傾
百
五
拾
荷

闘
に
達
し
て
、
漸
究
会
額
準
備
金
制
度
の
性
質
を
具
有
す
る
に
至
っ
た
。
か
〈
の
知
〈
曾
枇
は
姐
繭
司
の
脆
督

ω

下
仁
於
て
金
準
備
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
其

ω
準
備
金
は
、
準
備
金
ご
し
て
之
を
曾
枇
内
に
設
註
3
れ
た
石
越
の

金
庫
の
内
に
保
管
し
て
、
全
然
之
に
は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
、
め
、
大
阪
銭
替
市
H

枇
解
散
の
際
に
は
北
(
の
後
行
し

た
金
努
を
滞
・
り
な
〈
先
換
司
る
こ

tr出
来
允
叫
雌
誌
に
校
定
す
ぺ
出
;
ピ
は
、
金
品
押
資
附
札

ω品
川
換
で
ゐ
品
。

抑
も
金
券
貴
闘
札
は
他
の
大
礼
金
券
正
は
其
の
俊
行

ω趣
旨
を
異
仁
し
た
。
即
も
太
政
官
札
は
大
札
制
合
多
〈
し

τ小
札
霧
少
で
あ
っ
た
、
め
、
小
額
の
取
引
上
仁
多
大
の
不
便
を
作
ふ
た
結
川
市
、
査
雨
札
は
銀
券
及
び
銭
券
正
岡

じ
〈
其
の
不
似
を
除
〈
が
た
め
に
畿
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
又
初
め
は
其
の
交
換
は
太
政
官
札
を
以
て

す
る
親
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
後
に
至
っ
て
他
の
金
券
吉
一
川
慌
に
正
金
三
党
換
苫
れ
る
こ
芭
に
な
っ
た

四
組

こ
芭
は
、
次
に
掲
h
l
Q
正
こ
ん
の
明
治
四
年
二
月
大
阪
通
商
司
の
伺
書
じ
よ
り
て
明
で
あ
る
。

錦
抽
骨
令
枇
金
品
世
之
儲
赴
迄
正
貨
引
換
申
出
候
師
不
油
開
越
に
引
換
候
に
は
好
前
之
綿
に
被
枇
候
偶
絡
も
有
之
に
付
加
珂
者
千
刷
引
換
巾
山
候
帥
者
三
四
日

位
に
割
合
引
換
也
僻
に
御
座
供
血
右
悉
骨
越
に
引
換
不
謹
意
味
合
よ
リ
種
々
之
浮
詑
を
唱
常
節
下
方
に
て
は
品
券
之
柑
坊
を
立
件
品
よ
り
は
珊
相
劣

候
越
正
有
之
候
右
元
高
之
主
意
4
4
引
拠
申
出
候
怖
者
惑
に
引
換
法
相
場
之
平
均
拙
趣
を
誌
可
申
且
込
に
付
行
ゐ
猶
金
禁
制
劣
候
様
相
成
候
て
は
銘
替

骨
祉
之
先
世
に
も
可
制
成
問
正
金
此
官
札
へ
引
拠
之
儀
巾
山
帳
は

v
其
高
速
に
引
換
遺
候
傑
仕
司
市
尤
査
雨
券
之
儀
者
最
前
之
御
越
信
官
札
小
札
少

な
に
て
世
間
泊
用
量
主
棋
に
什
小
札
代
り
に
相
成
候
様
可
致
と
の
趣
意
を
は
費
行
V

た
し
候
儲
に
付
査
耐
券
者
官
札
と
引
品
開
可
巾
憐
に
候
梓
共
望
に

寄
候
て
は
正
金
と
も
引
換
遣
し
候
得
者
正
金
金
札
金
品
?
と
も
珊
も
凪
隔
拙
之
流
通
之
選
制
立
可
申
と
奉
存
候
に
付
此
間
相
向
申
枇

163-5頁

374百
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但
官
札
持
容
正
金
L
C

引
換
之
儀
申
出
候
と
も
右
之
分
者
引
換
不
謹
見
込
に
御
属
候

金
品
付
は
正
金
正
何
時
で
も
先
換
せ
ら
れ
る
も
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
不
換
紙
幣
で
あ
一
っ
た
ど
こ
ろ
の
太
政
官
札
り

如
〈
仁
、
金
紙
の
聞
に
他
聞
き
の
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
伺
沓
に
よ
れ
ば
金
務
は
正

金
正
の
問
に
多
少

ω値
開
き
が
生
じ
党
ゃ
う
で
め
る
。
之
は
嘗
時
人
'n
が
太
政
官
札
を
犬
に
嫌
忌

L
た
時
で
あ
っ

た
か
ら
、
紙
勝
ご
見
れ
ば
其
の
性
質
を
問
は
守
之
を
拒
尽
す
る
の
怖
が
あ
っ
口
仁
土
る
の
で
あ
ら
う
叫
倫
金
券
は

品
目
行
的
嘗
初
に
於
て
は
海
関
税
に
も
差
支
な
〈
受
領
せ
ら
れ
た
が
、
明
治
四
年
七
月
三
十
日
の
曾
議
に
よ
り
て
明

治
五
年
一
月
以
後
は
胸
税
に
金
券
を
以
て
支
梯
ム
こ

E
を
得
F
る
ニ
古
、
な
っ
た
、
め
、
共
の
流
通
の
岡
域
が
少

却

し
減
縮
さ
れ
た
。

曾
祉
が
金
券
を
製
治
す
る
こ
ご
は
曾
祉
に
取
・

9τ
極
め
て
重
大
な
る
仕
事
で
ゐ
っ
た
、
め
、
金
件
付
製
治
に
蛍
り

て
は
抱
頭
取
並
び
に
頭
取
並
等
線
掛
・
り
で
そ
れ
が
監
督
に
従
事
し
た
。
銀
行
然
製
造
に
闘
す
る
位
制
は
究
の
如
〈

で
あ
っ
た
。

芝平
川湖民

朱
印
極
印
掛
り

井
上

樋
口

逃

且

高

金
切
手
寓
民
掛
り

組
硯
取

清
掃

山
片

酉

菅
井

大
阪
舘
替
舎
枇
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兼
務

苑
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長
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立
合

高
木

兎
に
角
銀
行
券
一
枚
ピ
雌
も
紛
失
し
な
い
や
う
に
厳
重
に
監
視
す
る
必
要
が
ゐ
ワ
川
、
め
、
紙
幣
摺
立
場
規
則
な

溜

る
も

ωを
設
り
、
紙
融
巾
員
数
の
改
め
方
に
就
い

τ細
密
に
規
定
す
る
所
が
あ
っ
た
。

而
L
て
金
券
に
使
用
3
れ
た
地
紙
は
兵
庫
脈
り
名
捕
村
で
製
品
椙
苫
れ
、
其
の
上
に
押
古
る
べ
き
判
の
彫
刻
は
高

麗
続
四
丁
目
大
泉
属
政
七
に
命
晴
ら
れ
、
大
泉
屋
政
七
は
紙
幣
摺
立
の
工
場
を
中
之
島
(
現
在
大
阪
市
胞
の
玄
関

前
)
に
建
て
、
印
刷
に
従
事
し
た
。
使
用
職
人
約
百
人
・
毎
日
炭
二
三
十
俵
も
費
消

L
た
の
で
め
っ
て
.
恰
も
一

個

ω悲
立
哉
幣
局
的
観
が
め
っ
た
き
う
で
め
る
叫
倫
金
券
の
上
仁
は
通
商
司
の
表
玄
関
の
寝
具
が
張
付
り

τあ
っ

た
が
、
そ
の
お
異
は
宮
地
賢
次
郎
が
引
受
付
て
製
剖
唱
し
た
o

金
券
製
匙
の
費
用
に
就

ν
て
は
、
明
治
三
年
七
月
大
阪
第
替
曾
枇
よ
h
通
商
司
へ
提
出
さ
れ
た
金
券
製
治
入
費

取
調
書
に
詳
細
に
計
上
主
れ

τ居
る
叫
之
に
よ
れ
ば
費
用
の
総
計
は
五
高
三
千
六
百
七
十
九
雨
三
分
三
朱
銭
三
百

五
十
一
文
で
あ
っ

τ‘
今
日
よ
h
見
れ
ば
割
合
多
(
の
費
用
を
要
し
柁
が
、
技
術
殊
た
印
刷
技
術
的
進
歩
し
て
居

(窓から}

悲陣家丈高

ー柳安夫郎銭，fL1型車l白元副

盛3佐官批茜菰
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な
か
っ
た
嘗
時
に
於
て
此
れ
位
の
費
用
は
蓋
し
嘗
然
な
も
の
で
ゐ
っ
た
だ
ら
う
。
而

Lτ
此
等
的
費
用
は
一
時
に

お

支
繍
は
れ
た
の
で
は
な
〈
、
年
賦
拐
に
せ
ら
れ
た
。

ロ
銭
券
明
治
元
年
新
政
府
は
太
政
官
札
を
脅
行
し

τ硬
貨
を
駆
逐
し
、
向
且
つ
明
治
元
年
五
月
に
至

hτ

丁
銀
、
豆
板
銀
の
通
用
を
停
止
し
た
た
め
、
藩
札
以
外
に
於

τ小
貨
の
用
を
な
し
た
も
の
は
政
府
俊
行
の
小
額
紙

融
市
ピ
銅
銭
ご
に
限
定
さ
れ
た
。
而
し
て
太
政
官
札
俊
行
の
額
は
元
年
よ
b
二
年
七
月
に
至
る
迄
の
聞
に
通
計
四
千

人
百
高
雨
で
あ
っ
た
が
、
共
の
内
最
1
7
札
五
百
六
高
千
二
百
九
十
六
雨
一
一
分
並
に
資
朱
札
百
五
高
三
百
三
十
七
岡

三
分
に
過
ぎ
な
川
町
っ
た
た
め
・
小
札
不
足
の
獲
が
高
か
っ
た
。
而
し
て
嘗
時
小
札
の
匿
乏
及
び
銅
鋭
的
不
足
や
版

じ
た
の
は
三
都
を
始
め
多
〈
幕
府
直
轄
の
地
で
ゐ
っ
て
、
醤
銀
銭
札
の
一
緩
行
さ
れ
な
か
っ
た
地
に
於
て
最
も
甚

r

し
か
っ
た
。
併
し
諸
務
に
於
て
も
其
の
務
札
の
増
政
官
、
厳
禁
し
て
、
漸
次
共
の
費
行
額
ef
支
消
せ
し
め
た
た
め
、

小
札
不
足
の
珠
は
普
〈
会
闘
に
波
及
す
る
に
至
っ
た
凶
嘗
時
如
何
に
小
札
不
足
の
た
め
各
地
が
困
窮
し
た
か
は
、

左
に
掲
「
る
明
治
二
年
川
月
十
九
日
山
口
、
庚
島
、
岡
山
の
三
務
か
ら
大
擁
省
に
提
出
し
た
文
書
じ
よ
っ
て
も
之

を
知
る
ニ
古
が
出
来
る
ι

金
札
制
遊
行
に
刊
て
は
今
般
組
合
巾
申
談
令
融
掴
候
様
御
抄
抄
白
首
厚
被
仰
開
候
趣
日
目
自
然
差
問
轄
の
府
作
付
も
有
之
棋
は
‘
無
謹
施
中
山
候
様
と

の
御
事
事
謹
水
候
早
出
掛
組
合
中
申
談
壮
候
風
差
官
り
民
聞
の
差
榛
に
可
制
成
儀
は
小
札
無
政
大
礼
取
引
自
褒
に
可
有
之
主
事
存
候
就
て
は
於
祖
商
司

御
遊
行
制
成
候
銀
三
匁
七
分
王
国
山
小
札
普
(
天
下
拙
泊
壮
粧
様
被
仰
什
於
柑
時
々
も
凡
前
石
に
付
千
両
づ
土
耐
岡
札
と
引
換
上
納
被
品
目
許
世
共
催
制

採
川
齢
制
成
叫
闘
に
候
は
ピ
新
鈍
刷
鈎
誼
迄
暫
之
川
錦
札
制
拠
能
相
成
候
様
悲
劇
候
邸
中
泊
四
内
大
札
を
小
札
に
引
換
の
儀
制
聞
刷
制
成
諦
正
方
自
儀

ほ
大
願
哲
へ
可
嗣
由
旨
御
蓋
闘
有
立
候
虞
右
商
取
古
・
劃
何
仕
可
品
掛
川
酬
に
嗣
座
候
哉
囲
闘
筋
の
滞
々
は
大
阪
去
に
て
嗣
引
換
に
相
成
候
儀
に
恨
哉
日
員

院

宛

大
医
錦
薯
曾
枇
の
業
器

第
二
十
八
倍

四
五
三

第

鋭

O 
E 

351-2頁
曾祉会事 E 
明治 財 政 史 第 十 ニ巻

同書 352頁

35) 

26) 

37) 



説

苑

大
陸
舘
替
曾
枇
O
業
務

第
二
十
八
巻

O 
プミ

回
一
九
四

節

税

留
の
儀
は
A
T
舵
奉
願
過
石
高
に
聴
ピ
一
度
に
小
札
御
技
相
成
品
て
耀
々
よ
り
上
納
仕
候
て
宜
儲
に
柵
座
候
故
夫
撃
場
刺
に
事
制
限
山
地
有
候
此
民
山
叩
上

候
以
上

之
ご
同
時
に
目
元
瞬
、
静
岡
務
等
か
ら
も
小
段
他
山
内
一
級
乏
を
た
戯
省
に
訴
へ

τ京
市
た
。
惑
に
於
て
大
阪
活
替
品
問
枇

は
北

(ω
一
一
時
の
困
難
合
救
品
加
す
る
た
め
銭
品
?
を
後
行
す
る
仁
王
h
・
先
づ
明
治
二
年
八
月
大
減
省
は
左
の
布
迭
を

事
込

J'』

O

E
[
f
 

飽
捌
庇
来
日
四
雌
位
白
趣

ι刊
処
融
泊
泊
向
叫
結
拍
甘
曾
枇
に
於
て
鈍
#
製
造
泣
々
よ
り
議
行
慌
拠
品
念
可
令
祖
用
金
札
入
川
曲
者
儲
科
合
枇
に
て
引
換

越
し
候
事

次
い
で
八
月
剖
七
日
に
大
阪
市
中
へ
左
の
府
逮
が
布
告
吉
れ
た
。

今
般
健
相
坊
企
査
耐
に
刊
扮
斑
文
に
制
定
相
成
候
能
位
相
附
き
糊
趣
意
有
之
迅
而
者
都
合
に
相
成
帳
儀
に
候
得
共
義
向
拙
却
不
宜
且
者
金
札
之
儀
も
大

札
多
厳
正
而
小
雌
之
嗣
引
不
白
山
之
組
相
聞
候
日
付
便
利
之
錦
め
鵡
替
合
一
昨
k
鈍
切
手
渡
行
錦
紋
帳
普
に
付
引
換
利
型
航
も
回
唱
右
引
粧
品
持
捗
球

る
九
月
伽

H
S中
之
島
官
計
富
山
蜂
所
泊
商
伐
替
曾
批
え
可
申
山
私
的
也

宥
之
誕
四
組
町
々
へ
蜘
一
油
川
謹
る
も
の
也

巳
八
月

大

阪

1(./ 

曾
枇
は
始
め
九
月
一
日
に
煎
百
文
券
を
二
十
入
高
三
千
二
百
人
質
六
百
文
、
育
文
券
を
十
九
世
両
三
千
四
百
八
十

三
貰
一
百
文
法
行
し
、
弐
い
で
九
月
十
入
日
に
守
一
貫
文
券
を
四
十
六
高
九
百
九
十
人
質
文
、
五
百
文
券
を
四
十
七

高
三
百
四
十
四
旧
民
五
百
文
品
目
行
し
、
主

(ω
俊
行
観
的
総
計
は
百
四
十
高
入
千
三
十
四
貰
二
百
文
に
遣
し
た
凶
而
し

て
大
阪
ご
同
時
に
賛
行
苫
れ
た
西
京
及
び
兵
庫
り
焼
替
得
枇
の
銭
券
を
商
取
引
の
便
利
の
た
め
に
此
の
三
地
方
問

に
何
等
の
差
障
な
〈
流
通
せ
し
め
ん
ご
し
て
左
の
布
迭
を
明
治
ニ
年
十
月
五
日
に
描
惜
し
た
G

棚
畿
桁
之
金
札
過
牛
大
札
に
而
庶
民
融
溢
之
島
B
融
担
由
た
め
京
大
阪
共
陣
錨
手
形
拠
地
井
配
下
通
用
せ
し
め
候
得
井
狛
又
商
直
偲
刺
白
た
め
三
ケ

361頁

354耳

書

事

同

問

38) 

39) 



所
申
告
鋪
替
合
批
に
お
ゐ
て
差
別
な

t
引
替
相
盤
根
間
三
ケ
尉
互
に
無
異
議
温
川
せ
し
め
可
申
も
の
也

(
中
時
)

右
之
趣
四
組
町
々
無
抽
出
相
埠
も
の
也

+
月
五
日

大

併
し
乍
ら
其
の
鋭
券
は
多
〈
大
阪
府
内
で
流
通
し
、
円
、
他
地
方
へ
流
出
し
な
か
っ
允
、
、
め
、

ρ
 

通
商
司
は
在
阪
民
部
大
丞
に
左
の
伺
書
を
山

L
記。

阪

げj

二
年
十
二
月
十
日
大
阪

岬
帥
替
骨
枇
預
n
リ
歩
銭
切
手
俸
の
俄
諸
説
よ
り
改
て
御
詮
畑
山
御
睡
供
に
利
危
ふ
み
岡
元
へ
持
師
り
艇
も
の
無
之
自
然
手
棋
に
仰
は
似
に
付
大
肱
府
よ
り

諦
部
へ
別
紙
の
油
"
御
注
有
之
候
椛
致
L
皮
此
段
相
川
巾
供

此
内
側
書
が
桐
鉱
山
吉
れ
h
い
じ
も
拘
は
ら
十
諸
都
耐
ヘ
爪
川
越
は
見
合
ビ
huv

っ
て
、
別
段
之
vg
通
告
し
な
か
っ
た
ゃ
う
で

あ
る
。銭

券
は
人
民
が
交
換
凶
た
め
に
金
札
を
持
会
し
た
ご
き
に
、
そ
れ
ご
引
換
に
後
行
さ
れ
た
。
而
し
て
品
目
枇
は
共

の
預
っ
た
金
札
を
運
制
憎
し

τ利
殖
す
る
こ
ご
が
山
家
た
の
で
あ
っ
一
1
、
そ
れ
に
よ
っ
て
儲
り
た
利
息
は
五
千
四
百

一
一
剛
二
分
、
銭
五
百
三
十
九
丈
に
漣

L
た
向
元
米
銭
券
は
小
額
の
取
引
に
便
利
を
奥
へ
ん
が
た
め
に
胤
現
行
事
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
明
治
ニ
年
九
月
十
七
日
民
部
省
通
商
可
か
ら
金
武
分
以
下
四
種
の
小
金
札
が
俊
行
さ
れ
る
に

至
っ
て
後
は
政
府
は
漸
次
銭
券
を
引
替
鈎
却
せ
'
し
め
た
o

而
し

τ政
府
が
直
も
に
銭
努
姐
用
停
止
の
布
告
を
す

れ
ば
、
人
々
一
時
に
曾
枇
に
取
付
付
、
其
の
結
果
曾
一
枇
が
困
難
す
る
で
あ
ら
う
ご
い
ふ
こ
ご
を
恐
れ
て
、
大
阪
通

商
司
よ
b
左
の
伺
書
を
出
し
た
。

鈍
恭
之
供
者
御
布
令
山
趣
も
右
之
御
臨
止
J

円
相
成
旨
に
候
符
ど
も
改
て
柳
欄
世
帯
有
之
候
て
は
金
券
白
併
も
如
何
可
有
之
哉
杯
世
人
証
惑
を
且

院

苑

第
二
十
八
を

刊
五
五

ヒ
泊
四
差
宝
快
様
可
相
成
俄
H
前
に
付
鈍
券
御
山
阻
止
の
御
布
令
は
知
之
様
仕
陀
勿
論
制
趣
意
内
越
を
以
て
品
々
に
引
よ
げ
民
"
裁
は
切
拾
佐
様
可
錨

一O
七

大
阪
錨
替
官
枇
の
業
務

E事

鋭

363頁

問 書
同上

縞替官枇書翻
明治財政良第十ニ嘗

362頁(0) 

41) 

42) 

嗣)



説

掛包

大
脳
錦
蒋
曾
枇
町
議
世
相

O 
凡

第
二
十

λ
を

四
五
大

第

秘

致
世主
事

併
し
民
部
省
は
三
年
三
月
七
日
右
の
伺
書
仁
顧
慮
せ
中
断
然
左
の
如
き
燭
書
を
差
出
し
た
旨
を
大
阪
通
商
司
に
申

送
っ
た
印

鈍
札
之
併
は
正
内
山
山
ヅ
〈
M
川
民
も
韮
主
候

ι付
一
時
柚
曲
之
活
発
行
相
成
候
風
正
鵠
品
々
澗
縄
訪
今
別
て
多
〈
随
て
物
倒
沸
聡
小
民
雛
溢
に
も
及
び

可
申
陣
に
車
京
に
於
亡
は
正
鈍
は
鈎
誌
も
布
之
に
付
銭
札
の
品
冊
目
断
然
引
上
司
申
依
之
泊
用
は
四
月
晦
日
限
に
て
遊
間
中
之
島
鵠
替
骨
批
抽
布
出
抵

所
山
向
半
向
=
丁
目

ι於
て
引
換
可
申
附
瓦

H
晦
日
剛
同
町
へ
持
参
引
換
候
様
可
致
事

次
ハ
ー
で
引
換
期
限
丈
り
多
少
接
見
し
て

h

之
ど
略
ぽ
同
じ
趣
意

ω府
拍
唱
が
五
月
ヤ
一
日
左
の
如
(
俊
せ
ら
れ
た
。

昨
年
伺
韓
合
副
d
畿
訂
款
供
鈍
札
之
俗
は
正
錨
山
少
〈
日
川
に
も
議
文
似
越
に
付
一
時
融
泊
之
錨
め
に
候
底
抗
今
迅
セ
判
部
州
成
松
川
市
崎
札
之
備
は

引
上
げ
可
申
依
之
泊
川
は
八

H
晦
日
臥
り
差
問
的
中
之
内
む
替
骨
批
正
於
て
引
替
候
問
丸
月
晦
日
限
り
同
所
え
持
事
引
梓
可
申
事

右
之
趣
削
組
問
々
知
山
可
制
法
尤
年
寄
共
直
知
之
段
剖
附
印
形
可
執
も
白
ー
也

午
五
月
十
一
日

大

医

liJ 

而
し
て
嘗
時
銅
銭
追
々
下
落
し
た
結
果
、
金
札
を
以
て
す
る
よ
b
は
E
銭
を
以

τ引
替
へ
る
方
が
利
益
で
ゐ
っ
た

た
め
、
曾
枇
は
専
ら
正
銭
を
以
て
銭
券
を
引
上
げ
ん
Z
し
た
。
背
部
に
於
て
大
阪
通
商
司
は
之
を
制
す
る
た
め
左
の

伺
蓄
を
出
し
た
。

前
鵠
替
合
計
よ
り
盛
行
弘
候
錨
葬
先
般
祖
川
停
止
被
叩
出
此
仰
正
鈍
拾
貰
文
を
以
銭
券
扮
賀
丈
と
引
換
致
候
趣
右
は
鈍
券
品
目
行
致
供
飾
的
恭
拾
賀
丈

相
漉
金
札
盛
岡
と
引
換
艇
備
に
有
之
何
又
此
皮
右
引
換
手
前
と
し
て
大
掛
布
よ
リ
金
札
参
高
岡
御
下
げ
に
相
成
候
憐
帯
も
布
之
型
々
金
札
止
は
引
換

可
也
島
正
鈍
計
監
以
引
鴎
供
に
付
下
方
肱
直
之
趣
巾
時
候
由
同
両
A
E
札
を
瓜
引
換
致
幌
様
可
申
謹
存
候
此
段
御
時
議
に
及
悦
也

寸
]
叫
J
1
J

内-

Z
蝿
ー
査
ー
貰
一

1

1

丈

一

換

金

一

雨

但
鈍
歩
而
に

富田
蜘

364-5頁

上

書

同

同
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明
文
有
之
候
事

庇
午

λ
H四
日

か
(
し
て
銭
券
は
漸
究
交
換
鉛
却
せ
ら
れ
た
が
、
決
算
に
於

τ後
行
総
額
斤
四
十
高
八
千
三
十
四
賀
二
百
文
の

内
引
換
高
は
庁
三
ト
九
高
入
千
六
町
九
十
入
賞
三
百
丈
で
あ
っ
て
、
其
の
残
品
開
九
千
三
百
三
十
五
貰
九
百
文
は
散

失
し
て
全
然
曾
枇
の
利
得
古
な
っ
た
。
従
っ
て
其
の
た
め
に
準
備
さ
れ

τ居
た
金
九
百
三
十
三
間
五
十
九
銭
は
、

枇
中
の
出
資
高
に
臆
じ
て
品
目
枇
は
之
を
明
治
七
年
七
月
に
枇
中
へ
配
蛍
L
允
凶

曾
枇
が
此

ω銭
券
俊
行
に
幾
何
の
入
費
を
要
し
乍
か
は
明
治
三
年
七
月
曾
枇
よ
り
通
商
司
へ
提
出
古
れ
た
伐
努

製
治
入
政
決
算
調
帯
仁
明
刺
に
計
上
古
れ

t
居
る
o

毛
れ
仁
よ
れ
ば
綿
入
費
は
金
九
千
四
百
↑
耐
二
分
、
州
四
五
肝

三
十
九
文
で
ゐ
っ
た
が
、
前
に
遮
ぺ
た
如
〈
、
曾
一
耽
は
預
り
金
札
を
流
用
L
て
、
阪
に
金
五
千
四
百
一
雨
二
分
、

銭
五
百
三
十
九
文
を
利
得
し
て
居
b
、
向
共

ω上
未
牧
入
に
ゐ
る
貸
付
金
の
利
息
を
取
立
て
れ
ば
、
夏
ら
に
又
製

造
語
道
共
数
並
に
磁
紙
等
を
総
て
裁
切
寅
抑
ふ
場
合
に
は
、
入
設
は
全
部
愉
却
出
来
る
ニ
正
に
な
っ
て
底
た
ω
従

っ

τ曾
枇
は
、
銭
券
の
胤
官
、
行
に
よ
っ
て
、
英
の
引
換
論
求
を
申
出
で
な
か
っ
た
残
額
丈
け
を
利
得
し
た
こ
ご
に
な

R
J
?』

O

J
-
J
F
'
 

第

資
金
貸
出
業
務

曾
枇
設
立
の
目
的
が
商
業
の
振
作
仁
要
す
る
資
金
脅
融
通
せ
し
め
、
且
つ
同
時
に
民
間
の
金
融
を
開
通
せ
し
む

る
こ
正
に
あ
っ
た
、
め
、
資
金
貸
出
業
務
は
命
日
枇
に
取
ち
て
は
最
も
重
要
な
る
仕
事
で
あ
っ
た
。
従
つ

τ叉
曾
枇

蹴

狗

大
胆
錦
替
曾
祉
の
拍
車
務

第
二
十
凡
谷

四
五
七

t事

部

O 
:iL 

合枇金書二十二
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詑

事匝

第
二
十
λ
容

O 

四
五
λ

第

蹴

大
阪
錦
替
合
枇
の
業
務

は
貸
出
に
就
い

τ政
府
よ
b
特
別
の
保
護
を
受
り
花
。
帥
も
岡
曾
枇
規
則
錦
一
ゲ
僚
に
は
、
曾
枇
が
其
の
貸
出
せ

し
金
子

ω返
済
を
受
り
な
い
時
に
は
官
府
よ

b
殿
重
じ
申
付
げ
る
こ
己
に
な

b
、
般
A
T
伯
手
が
官
家
武
家
仁
関
係

し
て
居

τも
・
官
宅
も
般
備
す
る
仁
及
ば
す
、
倫
官
同
一
解
決
し
な
い
場
令
仁
は
官
府
仁
於

τ引
受
て
耕
備
す
る
で
あ

ら
う
古
い
ふ
噌
』
己
が
規
定
さ
れ
て
居
る
。

嘗
時
未
に
手
形
の
制
引
に
よ
る
貸
出
殺
生
し
て
居
な
か
っ
た
、
め
、
曾
枇
ょ
・
9
の
貸
出
は
悉
く
貸
附
で
あ
っ

て
‘
其
の
貸
附
に
は
、
地
調
保
貸
附
正
紙
出
悶
保
貸
附
E
が
ゐ
っ
た
0

地
問
保
貸
附
は
迫
骨
聞
な
引
常
品
を
提
供
す
る
者
へ

は
訟
に
で
も
前
古
れ
た
の
で
め
っ
て
、
大
阪
府
内
の
者
に
限
ら
す
法
凶
の
旅
人

t
離
も
之
を
許
し
た
。
倫
何
人
に

劃
L
て
も
貸
附
り
る

Z
ν
ふ
こ
ピ
を
世
人
に
知
ら
す
た
め
、
左
の
張
板
を
通
商
司
の
門
前
へ
掲
げ
た
。
尤
も
此
の

掲
示
は
其
の
後
聞
も
な
〈
取
り
外
す
き
れ
た
ゃ
う
で
あ
る
。

提

斜
替
官
枇
よ

9
晶
子
貸
出
し
幌
鴎
は
世
間
同
詔
之
錦
に
什
一
枇
巾
批
外
之
無
差
別
貸
山
し
候
間
借
川
致
皮
肉
は
手
総
轄
相
事
候
に
不
見
直
に
心
的
合
祉
へ

可
巾
山
昔
而
蒔
振
り
左
之
泊
り

口
上
之
先

(
川
紙
英
白
紙
二
り
折
}

一
何
nm
何
千
反

此
元
代
金
何
高
岡

此
引
首
ま
以
金
何
千
一
山

右
最
高
官
九
月
よ
り
十
一
月
定
借
川
致
L
股
引
前
品
之
僻
目
何
町
何
起
誹
出
問
中
に
布
之
供
問
糊
且
分
之
上
宜
畢
聞
幌
己
上

明
治
ニ
巴
年
九
月

何
商
人

I'!I 

例f

f苛

君臨

何

屋

第二 469頁)

大医局替骨量t規則 第十ーケ傑
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陛

H 

阿f

印

E睦

何

孟E

人

t凪

J!Ji 

111 

役

肘1

占fj

而
し
て
引
賞
品
に
射
す
る
貸
附
金
高
は
引
常
口
叩
時
耐
慌
の
宇
耐
恨
の
六
七
分
舗
に
限
定
吉
れ
て
居
つ
化
。
倫
曾
刑
は
無

ι) ;1:'1 
貸保
附貸
を ~f1
S置 も
主fな
lこ し
すた
るの
たで
めゐ
Jju つ
商 1~
曾が
1ft!: 
のJlh

()) 

暫貸
す附
♂:を
ぴ見
詰主ノζ

.~';' ft 
踊t ~ 

Q 

λFL も
苫の
-ま

逼商
軍Ll'P 

'.，'~ 0) 
、加
喜入

す君
主目t

マJ

E堅
li ぷ

型号
型75
ゐ勿
る論
。。其

貸
附
金
の
利
息
は
一
械
に
月
一
歩
五
厘
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、

此
の
貸
附
が
世
同
時
盛
ん
に
行
は
れ
た
一
品
別
貸
附
を

腿
泊
し
た
叩
〕
古
は
少
(
な
か
っ
た
0

・
誕
淡
制
限
は
仏
土
L

ピ
相
劉
の
上
取
り
械
め
ち
れ

K
が
、
泌
例
六
ク
月
以
内
で
あ

っ
て
、
表
[
期
日
に
己
む
を
得
な
い
場
合
に
は
勿
論
夫
以
上
仁
亘
っ
て
居
た
が
、
併
し
一
ヶ
年
を
越
へ
る
こ
Z
は
清

き
れ
な
か
っ
た
。
至
っ
て
返
憐
し
な
い
時
に
は
、
過
商
曾
枇
に
委
託
し
て
引
常
口
聞
を
寅
却
せ
L
h
u
る
こ
己
記
し
花
。

背
部
に
注
意
す
べ
き
こ
己
は
、
居
川
替
曾
枇
が
貸
附
を
な
す
時
に
週
両
曾
枇
己
一
協
力

L
た
こ
さ
で
あ
る
。
潟
替
品
目
吐

本
来
の
目
的
が
商
業
振
作
の
に
め
の
資
資
融
通
に
あ
っ
た
か
ら
、
商
業
振
作
を
其
の
目
的
正
し
竹
内
通
商
曾
枇
Z
は

蛍
然
に
相
提
携
せ

F
る
を
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
矯
替
倉
温
が
直
接
に
資
金
を
貸
出
す
こ
Z
は
少
〈
、
多
〈
は
週

商
品
目
祉
の
手
を
経
た
の
で
あ
っ
て
、
貸
附
に
際
し
て
通
商
品
目
枇
に
負
ふ
所
如
何
に
大
で
あ
っ
た
か
は
、
骨
川
替
曾
枇

勘
定
仕
上
ケ
取
調
書
に
よ
っ

τ明
か
で
ゐ
品
。
即
も
明
治
三
年
六
月
末
に
於
り
る
貸
附
金
の
内
‘
通
商
曾
祉
の
手

を
経
た
も
の
は
.
金
入
十
三
高
千
五
百
三
十
四
雨
一
分
一
朱
、
銭
入
賞
九
百
六
十
五
文
で
あ
る
が
、
匁
務
曾
枇
よ

り
直
貸
し
た
も
の
は
・
金
十
二
高
六
千
三
百
人
十
八
雨
一
氷
、
俊
二
高
三
千
四
百
九
十
九
貫
入
百
九
十
文
に
す
ぎ

中
、
叉
明
治
四
年
二
月
末
に
於

τは
、
団
地
商
曾
耐
を
経
た
貸
附
高
は
金
五
十
二
高
ム
ハ
千
五
百
四
十
二
繭
二
分
ニ

説

苑

部
=
一
蹴

大
阪
錦
替
曾
祉
の
業
務

第
二
十

λ
穆

四

E
1
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霞

苑

大
阪
信
替
曾
枇
由
業
麓

第
二
十
凡
容

同
六
O

第
三
日
制

朱
、
銭
百
文
で
ゐ
る
に
‘
直
貸
の
1
7
は
金
五
市
尚
三
千
三
百
九
十
二
同
一
一
分
ニ
朱
・
洋
銀
三
高
七
千
八
百
枚
で
ゐ

・9.

明
治
五
年
五
月
末
仁
於
ー
は
、
通
商
曾
枇
の
仲
介
仁
ょ
っ
た
貸
附
高
は
金
四
十
-t
高
九
千
五
百
四
十
入
国
十

二
銭
五
煙
で
ゐ
る
が
、
直
貸
り
H
T
は
金
十
五
高
三
千
三
百
四
国
九
銭
九
厘
八
毛
に
す
ぎ
な
い
。
而
し
て
通
商
曾
祉

の
手
を
経
て
貸
附
り
ら
れ
た
資
金
が
如
何
な
る
方
而
に
運
用
さ
れ
た
か
は
、
明
治
五
年
四
月
木
の
曾
枇
論
掛
明
細

書
に
よ
っ
て
之
を
究
め

τ見
ょ
う
。

鑑

↑
金
凹
仏
m
r
A
部
武
百
曲
折
λ
同
拾
球
戯

E
M

内
金
拾
高
五
千
七
百
五
十
四
削
五
指
銭

小
向
批
身
元
金
預
ケ

金
拾
軒
高
七
千
九
百
七
拾
ヒ
側
五
折
鶴

相
同
諸
藩
産
物
仕
入
金

札
N

=

利
且

曲
目
拾
入
荷
六
千
五
百
拾
六
回
拾
拭
鈍
五
国

右
抽
出
金
者
諦
肉
誕
祇
引
元
金
並
品
産
物
証
-
斑
代
金
請
貸
附
分
也

坦
々
取
立
元
利
共
鈍
相
違
可
致
返
済
多
少
損
金
山
車
帳
共
一
統
身
元
金
M
H

割
賦
逗
椀
之
儀
子
制
蛸
之
織
に
似
事

申
五
月
λ
日

日目

向

ilil 

@ 

lZ 

供

合

j~正

省官

合祉金古

之
に
よ
っ
て
明
で
ゐ
る
如
(
、
商
枇
加
入
者
は
鵠
撚
保
で
貸
附
を
受
け
る
ニ
ご
を
得
た

L
、
又
茸
(
の
蹴
出
し
た
身

元
金
に
劃
し
て
貸
附
け
ら
れ
る
こ
ご
を
得
た
の
で
あ
っ
て
、
通
商
曾
枇
ご
骨
凋
替
曾
枇

t
は
相
互
に
其
の
替
業
を
畿

sl 



足
せ

L
む
る
た
め
仁
協
力

LJL
居
た
の
で
ゐ
る
。

鴻
品
骨
曾
枇
は
他
的
治
民
H

曾
枇
例
へ
ば
神
戸
及
び
兵
庫

ω錦
#
官
舎
耐
を
後
展
又
は
成
立
H
V
a
L
h
u
る
た
め
に
、
其

ω

一
克
備
金
の
制
服
込
金
正
し

τ資
金
を
貸
附
付
、
叉
品
目
枇
の
出
張
所
卸
も
生
野
、
友
海
、
雲
伯
、
三
保
閥
、
堺
、
隠
岐

国
等
の
山
張
所
へ
禁
の
一
川
備
会
の
繰
込
令
己

Lτ
資
金
を
貸
出
し
た
。
術
品
H

枇
は
庇
接
諸
滞
腕
へ
も
貸
附
け
た
の

で
ゐ
つ

τ.
佐
上
脱
漏
へ
の
貸
附
は
比
一
の
一
一
例
で
あ
る
o

第
四

其

の

他

の

業

務

一
品
川
潜
大
阪
潟
替
品
目
一
肱
ご
前
後

Lτ
、
各
所
に
怨
替
曾
刷
が
犬
阪
神
岬
替
舎
一
批
正
同
じ
組
織
の
下
で
設
立
せ

ら
れ
台
。
北
(
的
主
な
る
も
の
は
東
京
、
横
筒
、
新
潟
、
阿
京
、
一
岬
戸
、
大
沖
・
敦
賀
で
あ
っ
て
、
英
の
他
の
諸
地

方
に
は
、
北
目
的
山
張
所
等
が
設
げ
ら
れ
た
。
而
し
て
此
等
の
曾
剥
が
此
等
の
地
方
聞
の
偵
融
債
務
を
決
済
す
る
た

め
錦
替
業
務
に
従
事
L
た
こ
己
は
申
す
迄
も
な
い
。
一
元
来
錦
替
は
徳
川
時
代
か
ら
主

Z
L
て
江
戸
ご
犬
阪
ご
の
聞

に
取
引
さ
れ
て
居
た

ω
で
あ
っ
た
が
、
維
新
後
ご
な
っ

τも
、
新
政
府
の
方
針
ご
し
て
各
地
内
産
業
を
振
興
せ

L

め
、
相
互
に
有
無
を
過
性

L
む
る
こ
ピ
ご
し
た
た
め
、
各
地
聞
に
商
取
引
が
盛
ん
に
行
は
れ
る
こ
吉
正
な
h
、
殊

に
大
阪
は
商
品
り
集
散
地
で
あ
っ
た
た
め
、
大
阪
ご
詩
地
方
ご
の
商
取
引
が
盛
ん
に
行
は
れ
、
北
(
の
結
果
共
の
取

引
を
決
消
す
る
た
め
の
匁
替
染
色
俊
越
せ
さ
る
を
得
さ
る
こ
ご
ご
な
っ
て
、
大
阪
錦
替
曾
枇
は
前
誌
の
諸
活
替
曾

枇
ご
ほ
叫
ん
に
銭
替
取
引
を
行
ふ
に
宝
っ
た
。
而
L
て
大
阪
の
曾
枇
が
仙
の
曾
枇
ご
怨
替
取
組
を
な
す
仁
就
い
て

は
、
夫
れ
い
夫
れ
定
蓄
を
作
成
し
・
相
互
に
そ
れ
を
収
往
し
た
。
共
ゆ
一
例
ご
し

τ両
京
鋳
替
曾
批
ピ
取
替
し
た
定

話

;，J~ 

大
臨
岬
抽
都
宮
祉
の
業
務

第
二
十
八
寄

阿
大

~\ 

蹴

.-
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i量

苑

書
を
左

i.ll 
伊l
し.，
よIii
う 15
0' )喜

面t
d♂〉

業
務

定

第
二
十
凡
を

四
六
一
一

銘
三
一
蹴

四

一
品
京
都
判
州
都
恥
粗
方
之
能
者
義
引
手
民
相
八
百
A
M
式
市
両
誌
4
4
臨
忠
治
無
利
且
に
耐
互
に
秘
方
恥
枇
持
品
期
合
同
相
柑
航
時
唱
金
百
酬
に
付
北
五
拾
主

但
取
組
打
金
百
雨
に
付
金
成
未
地
制
定
可
申
尤
時
立
に
中
古
所
世
司
有
之
事

宛
乙
日
歩
金
商
取
之
可
申
右

H
B付
之
分
者
金
山
畳
拡
高
耐
遣
と
州
心
得
山
叩
庇
尤
正
月
五
月
九
月
山
日
限
皿
古
消
算
吋
致
事

一
一
一
-
都
金
券
相
互
に
引
耕
一
両
毎
月
サ
五
日
間
山
〆
回
共
両
北
地

b
山
車
内
武
利
H
A
H
査
歩
柑
定
況
方
請
取
波
可
致
候
北
部
合
に
寄
伐
梓
差
引
此
伺
組
込
可

中
事

一
叶
刑
判
向
替
恥
制
之
印
刷
H
限
三
日
且
杭
"
打
盛
岡
凶
ド
刊
金
=
一
歩
地
出
相
応
可
申
日
制
金
H
臥
也
候
位
、
噌
日
捗
金
之
供
者
共
地
勝
手
衣
停
砥
計
可
申
事

但
手
鑑
科
と
し
て
A

耳
目
踊
に
村
金
武
朱
克
合
耐

S
柑
互
に
提
取
前
可
致
事

右
之
遇
制
定
帳
事

巳
十
一

H
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品
目
駄
が
管
業
期
問
中
に
取
扱
っ
た
銭
替
取
引
高
は
そ
れ
仁
闘
す
る
資
料
を
柏
駅
向
、
た
め
之
を
明
に
す
る
こ
と
を
得

な
い
が
、
北
(
の
匁
替
尻
は
衣
の
如
(
で
ゐ
品
。

明
治
三
年
六
月
末

一
金
E
雨
入
百
五
十
四
雨
一
幸

永
一
一
一
十
文
四
分
一
回

一
金
三
千
五
百
師

一
金

J

高
官
一
千
一
一
一
百
四
十
九
回
三
北

永
六
十
三
文
凹
分
-
一
回
国
宜
毛

一
金
三
両
三
千
五
百
λ
十
三
幅
一
長
三
朱

拝
観
五
千
ご
百
五
十
枚

鈍
六
百
二
十
四
賀
百
二
十
四
文

一
金
一
高
五
千
七
十
七
雨
二
分

明
治
同
年
ニ
且
末

一
金
一
主
高
九
千
七
百
二
十
一
一
剛
=
分

能
六
百
三
十
三
文

一
金
一
高
二
守
山
百
二
十
穴
岡

一
金
一
高
八
千
百
五
十
二
雨
一
分
二
朱

錨
ニ
百
七
4
1

一
金
二
両
三
千
六
百
三
十

λ
師
三
朱

設

苑

大
駈
儒
替
曾
枇
由
業
務

W

恥
京
錦
拠
品
刊
枇
錨
容
差
引
民
間
り

抗
制
簡
ナ
引
同
断
4
V
引
説
矧
り

同
京
錦
挽
脅
世
俗
替
差
別
此
崎
戸

兵
庫
右
同
断

制
脚
戸
右
同
断

東
京
錨
換
合
世
錨
替
差
引
民
預
り

紳
戸
盛
挽
合
舵
幻
換
藍
剖
尻
預
り

岡
京
錦
換
合
祉
錦
替
差
引
尻
貸

樹
首
右
岡
暗

品
こ
寸

λ
寄

回
大

茸，

焼

E 曾雇土全書2) 
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太
郎
鈷
替
曾
刷
、
山
業
務

第
二
十
八
番

四
六
四

;;i 

批

一/、

位
一
一
一
百
制
十
ニ
文

一
金
円
前
八
一
千
七
寸
沼
市
三
分
三
朱

兵
時
右
岡
崎

銭
ニ
前
五
百
九
文

一
洋
叫
百
ニ
十
五
枚

帥
戸
布
同
断

一
企
ニ
雨
入
百
九
十
五
剛
一
歩

拙
右
同
断

岱
一
斑
二
百
八
十
三
文

A

金
二
時
九
千
九
百
十
-
山

生
町
右
同
断

一
金
五
千
一
一
十
一
一
山
一
分
二
朱

美
保
ケ
闘
右
同
断

明
袖
誕
年
宜

H
本

一
金
千
二
百
二

i
四
回
二
十
伐
三
極
三
官

州
京
地
換
合
枇
儒
枯
骨
差
引
此
預
り

一
企
-
一
一
前
五
千
λ
百
四
十
六
川
十
八
銭
七
剛

E
E

市
品
京
持
挽
合
札
綿
棒
差
引
此
貸

ご
量
一
一
一
千
六
百
九
十
九
同
八
十
五
倍
ニ
岡
崎

A
E

刷
協
右
岡
崎

一
金
三
千
八
百
回

紳
戸
右
同
断

a

金
八
千
九
百
二
十
七
川
九
十
一
鈍
八
回
一
毛

兵
山
昭
右
同
断

一
金
一
白
川
八
千
七
百
九
十
四
川
十
九
沌
ニ
眼
王
岳

一
金
六
千
二
百
七
十
じ
川
五
十
四
銭
-
一
地
四
E

生
野
右
同
断

美
保
ケ
附
杭
同
断

)
 

園
田
両
省
往
古
よ
り
小
取
引
の
た
め
に
銅
山
棋
が
銭
龍
吉
れ
て
蔚
た
が
・
徳
川
時
代
の
末
期
仁
於
て
は
共
の
純

雑
同
じ
で
な
く
、
殊
に
幕
府
が
一
時
の
政
慨
を
以

τ鍬
鋭
を
銭
治
l
た
、
め
、
所
調
銀
銭
な
る
も
の
が
市
中
じ
流

布
し

τ釧
伎
を
脳
逐

L
・
加
之
金
銭
.
似
絡
の
縫
勤
に
件
っ
て
、
銅
鋭
的
相
場
も
麗
勤
し

τ止
ま
が
な
っ
た
。
従
つ



て
明
治
二
年
七
月
十
日
政
府
は
断
然
銭
相
場
は
天
下
一
般
金
堂
耐
に
付
き
扮
賞
文
ご
定
む
る
旨
を
布
告
し
た
。
之

が
た
め
民
間
に
於
て
は
銅
銭
盆
々
不
統
池
ご
な

b
て
大
に
困
難
を
生
じ
沼
、
め
、
明
治
三
年
七
月
十
一
一
一

H
に
軍
b

て
政
府
も
絡
に
銭
は
嘗
分
時
相
場
を
以
て
通
周
を
許
す
旨
を
布
告
し
た

L

却
の
結
川
市
銭
相
場
の
立
合
が
同
年
八
月

十
五
日
じ
大
阪
銭
持
舎
一
航
内
に
於
て
許
さ
れ
、
次
h
v

で
十
七
日
よ
b
英
の
立
命
日
が
初
ま
っ
た
o

十
七
日
の
初
寄
は

拾
一
貫
三
百
八
十
文
で
ゐ
つ
れ
が
、
同
二
十
三
日
の
相
場
は
姶
賞
八
百
五
十
文
で
あ
っ
て
、
相
場
は
日
々
に
高
下

L
h
u
o

然
る
仁
兎
角
身
一
冗

ω不
確
貨
な
る
者
が
、
民

ω立
臼
同
仁
参
加

L
に
ち
、
戒
は
叉
空
相
場
を
す
る
者
も
あ
っ

わ
い
た
め
、
相
場
が
怖
に
公
苧
に
立
た
す
し
て
.
反
っ

τ綿
々
の
弊
害
を
娘
L
た
。
仲
品
目
れ
が
た
め
耐
口
枇
は
民
の
立
耐
H

仁
就
レ
て
左
り
如
き
改
革
意
見
を
明
治
三
年
十
月
十
九
日
に
上
申
し
た
。

" 

主主

一
先
般
鈴
川
場
立
合
白
俗
日
合
枇
内
に
て
刷
先
被
焔
成
下
候
に
川
口
公
M
7
0

相
場
州
立
山
皮
州
市
中
一
克
附
枠
制
血
を
始
前
机

H
一
一
一
蜘
飢
小
佐
凶
梓
射
と
払

川
集
め
日
々
立
命
犯
致
供
蕗
拍
車
て
巾
定
規
則
有
之
怯
符
北
兎
向
山
叫
に
相
肯
き
候
型
有
之
故
に
は
聞
仕
度
E
申
猷
仕
航
伴
共
何
分
多
人
動
之
偽
に
て
行

脳
ρ

誠
心
耐
引
倣
元
時
元
本
副
都
仲
川
之
山
田
は
十
人
同
特
民
支
即
日
鉱
島
町
守
合
批
に
て
立
合
お
致
杭
に
位
以
高
裁
判
所
へ

H
々
相
場
者
上
又
は
仲
川

加
入
柑
減
と
も
支
臨
仕
其
町
々
裁
判
闘
へ
翻
山
取
扱
引
脅
枇
山
一
総
括
に
相
此
供
上
は
凶
称
屈
と
も
凡
十
人
吉
一
組
と
し
て
机
々
は
相
立
取
締
仕
倣
は

い二一小
J
M
も
行
日
間
可
巾
品
酬
に
中
市
有
株

J

引
取
計
巾
山
同
紙

一
山
特
駈
巾
剖
身
分
相
肱
白
身
元
金

H
公
分
自
利
足
を
は
て
晴
也
候
は
ピ
白
か
ら
疎
忽
白
加
入
人
も
無
之
様
成
行
附
帯
。
規
院
も
可
布
之
と
半
荷
候

市
之
迦
中
市
何
上
鮎
川
何
卒
柳
指
闘
被
成
下
候
は
刊
、
難
有
半
存
虻

ιL 
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大
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符
特
令
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業
務

必
ニ
十
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説

施

大
腹
話
替
合
峠
O
業
務

銘
ニ

+λ
谷

回
目
六

第
三
扱

" 

大
H
臨

話

換

曾

雇士

首

番石

崎

書

民

面

取
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時

兵
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大
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司
柵

役

所

比
ω
上
申
書
に
基
い
て
容
相
場
を
取
締
る
た
め
明
治
三
年
十
月
二
十
入
日
に
友
内
大
阪
府
遥
が
品
目
せ
ら
れ
た
。

先
般
中
之
品
開
向
合
枇
仙
内
に
於
而
鈍
相
場
立
合
差
免
観
世
保
憐
は
金
正
鵠
融
通
之
鵠
に
有
之
候
拠
此
怖
心
得
謹
之
者
叫
ん
時
有
之
煩
に
揖
相
応
相
立

不
正
之
恥
引
致
候
越
川
岡
甚
は
不
持
事
幌
己
車
布
様
之
所
業
致
候
坦
於
有
之
者
博
突
同
様
之
義
に
付
帯
皮
可

A
沙
汰
院
事

但
立
命
入
之
内
身
元
怪
之
者
立
交
依
に
付
自
然
右
様
之
悪
酔
抑
止
候
同
日
曜
身
元
取
調
之
上
立
合
可
話
致
事

布
之
趣
例
制
町
々
却
叫
可
相
諸
尤
年
寄
共
油
知
之
政
刻
付
印
都
可
致
者
也

山
午
十
月

大

阻

111 

以
上
逃
べ
た
る
業
務
的
外
曾
枇
は
古
金
銀
り
責
貨
に
も
従
事
し
、
或
は
通
用
金
銭
の
内
で
損
傷
の
あ
る
も
の
は

其

ω鑑
定
を
な
し
、
或
は
又
忙
(
り
延
金
山
吹
替
hz
芯
締
局
に
願
出
で
た
、
め
其

ω吹
替
の
期
間
中
商
業
元
手
に
差

障
を
生
中
る
者
に
は
、
左

ω如
〈
資
金
を
融
通
す
る
よ
正
に
し
た
。

迅
々
地
織
肋
帯
域
之
上
占
越
金
と
金
制
目
方
割
合
主
叫
早
々
削
吠
時
御
下
漣
刷
成
候
符
共
即
今
右
惑
金
所
持
之
も
白
向
業
方
元
金
不
同
組
誰
支
可
中

憐
に
什
今
十
日
誼
民
監
居
間
候
も
の
は
謀
金
銘
々
封
印
同
恥
世
帯
載
中
之
島
合
計
出
張
所
掴
商
館
替
曾
枇
へ
来
る
廿
一
九
目
指
持
出
僻
へ
ば
獅
吹
祖
骨
髄
下



艇
誌
之
島
右
金
量
誼
践
と
い
た

L
月
々
五
朱
之
制
金
に
而
品
官
民
中
・
6
貸
附
候
厳
可
致
鶴
市
事

但
謡
金
高
三
分
一
位
之
制
告

E
以
て
合
批
中
止
貸
付
候
尤
謀
金
性
骨
に
付
百
両
高
に
コ
一
十
耐
上
り
四
十
嗣
位
趨
は
備
付
可
申
舵
釦
論
借
用
不
致
依

て
も
議
支
敏
之
も
り
同
可
低
勝
手
事

巳
λ
月
寸
日

大

臨

WI 

第
五

結

語

以
上
に
よ

h
て
大
阪
銭
替
曾
枇
内
業
務
及
び
共
り
管
業
服
態
を
明
に
し
た
が
、
之
に
よ
り
て
知
ら
れ
る
如
〈
、

銀
行
芯
し
て
の
曾
枇
の
業
務
は
極
め
て
幼
群
な
も
の
で
ゐ
っ
て
、
求
に
以
{
銀
行
間
有

ω機
能
を
充
分
に
俊
邦
L

た
も
の
ご
は
い
ふ
ニ
ご
が
出
来
な
い
。
併
L
乍
ら
常
時
銀
行
業
務
に
従
事
せ
る
者
さ
へ
も
未
ピ
銀
行
に
闘
す
る
充

分

ω理
解
な
〈
、
又
批
曾
一
般
も
銀
行

ω利
用
を
充
分
に
曾
得
し
て
居
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
品
局
替
曾
枇
げ
か

銀
行
ご
し
て
の
特
色
を
畿
躍
し
得
な
か
っ
た
の
は
蓋
し
巳
む
を
得
な
い
こ
ご
で
あ
ら
う
。
之
に
反
l
我
図
未
曾
有

山
計
剖
允
る
銀
行
券
が
品
目
行
せ
ら
れ
、
而
か
も
滞
り
な
〈
品
川
換
苫
れ
た

-
M
t
は
特
筆
す
べ
き
附
来
事
で
め
る
。
恐

ら
く
之
は
政
府
的
誘
導
宜

L
き
を
得
た
こ
正
じ
よ
る
Z
断
言
L
得
る
で
ゐ
ら
う
。

説

苑

大
阪
錨
接
合
批
由
業
務

第
二
十
凡
岱

四
六
七

第
三
都

大a


